
社会保障給付費（※） 2016年度（予算ベース） 118.3兆円 （対ＧＤＰ比 22.8%）

※ 社会保障給付の財源としてはこの他に資産収入などがある。

保険料 66.3兆円（59.4%） 税 45.4兆円（40.6%）

うち被保険者拠出
35.6兆円（31.9%）

うち事業主拠出
30.7兆円（27.5%）

うち国
32.2兆円（28.9%）

うち地方
13.1兆円
（11.7%）

国（一般会計） 社会保障関係費等
※※2016年度予算
社会保障関係費 32.0兆円（一般歳出の55.3%を占める）

積
立
金
の
運
用
収
入
等

各制度における
保険料負担

都道府県
市町村

（一般財源）

年金 56.7兆円（47.9%）
《対ＧＤＰ比 10.9%》

医療 37.9兆円（32.0%）
《対ＧＤＰ比 7.3%》

【負担】

【給付】 社会保障給付費

福祉その他
23.7兆円（20.0%）
《対ＧＤＰ比 4.6%》

うち介護10.0兆円（8.5%）
《対ＧＤＰ比 1.9%》

うち子ども・子育て5.7兆円（4.9%）
《対ＧＤＰ比 1.1%》

社会保障の給付と負担の現状（2016年度予算ベース）
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1人当たり社会保障給付費
年金

福祉その他

医療

一人当たり社会保障給付費（右目盛）

2010
(平成22)

1990
（平成2)

1980
（昭和55)

1970
（昭和45)

1960
（昭和35)

1950
（昭和25)

（兆円） （万円）

47.4

24.8

3.5
0.1 0.7

105.2

2000
（平成12)

2016
(予算ﾍﾞｰｽ)

資料：国立社会保障・人口問題研究所「平成26年度社会保障費用統計」、2015年度、2016年度（予算ベース）は厚生労働省推計、
2016年度の国民所得額は「平成28年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成28年1月22日閣議決定）」

（注）図中の数値は、1950,1960,1970,1980,1990,2000及び2010並びに2016年度（予算ベース）の社会保障給付費（兆円）である。

118.3
1970 1980 1990 2000 2010

2016
(予算ﾍﾞｰｽ)

国民所得額（兆円）Ａ 61.0 203.9 346.9 375.2 352.7 385.9

給付費総額（兆円）Ｂ 3.5(100.0%) 24.8(100.0%) 47.4(100.0%) 78.3(100.0%) 105.2(100.0%) 118.3(100.0%)

（内訳） 年金 0.9( 24.3%) 10.5( 42.2%) 24.0( 50.7%) 41.2( 52.6%) 53.0( 50.4%) 56.7( 47.9%)

医療 2.1( 58.9%) 10.7( 43.3%) 18.4( 38.8%) 26.0( 33.2%) 32.9( 31.3%) 37.9( 32.0%)

福祉その他 0.6( 16.8%) 3.6( 14.5%) 5.0( 10.5%) 11.1( 14.2%) 19.3( 18.4%) 23.7( 20.0%)

Ｂ／Ａ 5.77% 12.15% 13.66% 20.88% 29.83% 30.65%

78.3

社会保障給付費の推移
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国内総生産 490

政府部門

国民経済

家計部門
（個人企業を含む）

○受取

・可処分所得 289

収入 249
税 96
うち消費税 19

社会保障負担 62

支出 271
社会給付 111
社会保障給付 98

年金 51
医療 34
介護 9

社会扶助給付 10

企業部門

賃金・俸給
211

社会保障負担（本人分）34
（年金17、医療13、介護3）

社会保障負担 28
（雇主分）

税 96
（消費税 19）

社会給付 111
（社会保障給付 98）

（資料）：内閣府「国民経済計算」をもとに作成。

○ 国民経済の中の社会保障に係る給付と負担をめぐる資金の動きをみると、税96兆円（うち消費税19兆円）、
社会保障負担62兆円（雇主分28兆円、被保険者本人分34兆円）として負担されている。
○ この社会保障負担を主な財源として、年金や医療、福祉その他として国民に給付されている。

国民経済の中の社会保障（2014年度）
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（注）
１． 平成26年度までは実績、27年度は実績見込み、28年度は見通しである。
２． 財政赤字の計数は、国及び地方の財政収支の赤字であり、一時的な特殊要因を除いた数値。 具体的には、平成10年度は国鉄長期債務及び国有林野
累積債務、18年度、20年度、21年度、22年度及び23年度は財政投融資特別会計財政融資資金勘定（18年度においては財政融資資金特別会計）から国債整
理基金特別会計または一般会計への繰入れ、平成20年度は日本高速道路保有・債務返済機構債務の一般会計承継、23年度は独立行政法人鉄道建設・運
輸施設整備支援機構から一般会計への繰入れ等を除いている。
３． 昭和55年度以降は93SNAに基づく計数であり、昭和54年度以前は68SNAに基づく計数である。ただし、租税負担の計数は租税収入ベースであり、SNA
ベースとは異なる。

（出典）財務省HP わが国の税制・財政の現状全般に関する資料（平成28年4月末現在）

国民負担率（対国民所得比）の推移



（注）OECD：”Social Expenditure Database”等に基づき、厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室で算出したもの。いずれも2011年。
OECD社会支出基準に基づく社会支出データを用いているため、社会保障給付費よりも広い範囲の費用（公的住宅費用、施設整備費等）も計上されている。
高齢化率は OECD: Elderly population (indicator) 

○我が国の社会保障給付の規模を部門別に比較すると、
・ 年金― 米英を上回るが、仏をやや下回る規模
・ 医療― 米国や欧州諸国を概ね下回る規模
・ その他の給付― 米国を上回るが、欧州諸国をかなり下回る規模 となっている

11.1%
7.6% 7.3% 10.7% 14.1%

8.8%

7.7%
8.1% 7.7%

8.0%
8.6%

6.7%

4.9%

3.6%
8.7%

8.1%
8.6%

12.1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン

福祉その他

医療

年金

《1.6%》

《うち介護》

《0.0%》
《0.5%》

《0.0%》

《0.4%》

《2.4%》

23.7%

19.3%

23.7%
26.8%

31.4%
27.6%

《高 齢化率（2011年）》 《23.3%》 《13.3%》 《16.1%》 《21.0%》 《17.1%》 《18.6%》

社会保障給付の部門別の国際的な比較（対GDP比）
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［国民負担率＝租税負担率＋社会保障負担率］（国民所得比：％） ［潜在的な国民負担率＝国民負担率＋財政赤字対国民所得比］

国民負担率の国際比較

（注）１．日本は2016年度（平成28年度）見通し。諸外国は2013年実績。

２．財政赤字の国民所得比は、日本及びアメリカについては一般政府から社会保障基金を除いたベース、その他の

国は一般政府ベースである。

【諸外国出典】"National Accounts"(OECD)、"Revenue Statistics"(OECD)等

-6.7 
-9.7 

-4.7 
-7.7 -0.1 -2.1 

-5.8 

26.1 24.1 24.2 

35.9 
30.4 

49.9 

40.7 

17.8 
17.5 

8.3 

10.6 22.2 

5.7 26.9 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

日本 日本 アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン フランス

（2016年度） （2013年度） （2013年） （2013年） （2013年） （2013年） （2013年）

社会保障負担率

租税負担率

財政赤字対国民所得比

潜在的な国民負担率（括弧内は対GDP比）

（％）

国民負担率（括弧内は対国内総生産（GDP)比）

37.2

（32.7）

（26.1）

（34.2）

（39.1）

（47.3）

（36.7）

（37.7）
（29.8）

（39.8）

（39.2)
（38.1）

（51.4）
（31.0）

（38.2）

51.3

（注）１．日本は2016年度（平成28年度）見通し。諸外国は2013年実績。

２．財政赤字の国民所得比は、日本及びアメリカについては一般政府から社会保障基金を除いたベース、その他の

国は一般政府ベースである。

【諸外国出典】"National Accounts"(OECD)、"Revenue Statistics"(OECD)等

67.6

73.5
57.7

52.7

52.6
55.7

54.2

46.5

32.5

41.6

50.6

43.9
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（※１） 一定の障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けた者の割合である。
（※２） 市町村国保及び後期高齢者医療制度については、「総所得金額（収入総額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除を差し引いたもの）及び山林所得金額」に「雑損失の繰越控除額」と「分離譲渡所得金額」を加えたものを

年度平均加入者数で除したもの。（市町村国保は「国民健康保険実態調査」、後期高齢者医療制度は「後期高齢者医療制度被保険者実態調査」のそれぞれの前年所得を使用している。）
協会けんぽ、組合健保、共済組合については、「標準報酬総額」から「給与所得控除に相当する額」を除いたものを、年度平均加入者数で除した参考値である。

（※３） 被保険者一人当たりの金額を表す。
（※４） 加入者一人当たり保険料額は、市町村国保・後期高齢者医療制度は現年分保険料調定額、被用者保険は決算における保険料額を基に推計。保険料額に介護分は含まない。
（※５） 保険料負担率は、加入者一人当たり平均保険料を加入者一人当たり平均所得で除した額。
（※６） 介護納付金及び特定健診・特定保健指導、保険料軽減分等に対する負担金・補助金は含まれていない。
（※７） 共済組合も補助対象となるが、平成23年度以降実績なし。

市町村国保 協会けんぽ 組合健保 共済組合
後期高齢者
医療制度

保険者数
（平成27年3月末）

１，７１６ １ １，４０９ ８５ ４７

加入者数
（平成27年3月末）

３，３０３万人
（1,981万世帯）

３，６３９万人
被保険者2,090万人
被扶養者1,549万人

２，９１３万人
被保険者1,564万人
被扶養者1,349万人

８８４万人
被保険者449万人
被扶養者434万人

１，５７７万人

加入者平均年齢
（平成26年度）

５１．５歳 ３６．７歳 ３４．４歳 ３３．２歳 ８２．３歳

65～74歳の割合
（平成26年度）

３７．８％ ６．０％ ３．０％ １．５％ ２．４％（※１）

加入者一人当たり
医療費（平成26年度）

３３．３万円 １６．７万円 １４．９万円 １５．２万円 ９３．２万円

加入者一人当たり
平均所得（※２）
（平成26年度）

８６万円
一世帯当たり
１４４万円

１４２万円
一世帯当たり（※３）

２４６万円

２０７万円
一世帯当たり（※３）

３８４万円

２３０万円
一世帯当たり（※３）

４５１万円
８３万円

加入者一人当たり
平均保険料

（平成26年度）（※４）
<事業主負担込>

８．５万円
一世帯当たり
１４．３万円

１０．７万円<21.5万円>
被保険者一人当たり
18.7万円<37.3万円>

１１．８万円<26.0万円>
被保険者一人当たり
22.0万円<46.3万円>

１３．９万円<27.7万円>
被保険者一人当たり
27.2万円<54.4万円>

６．９万円

保険料負担率（※５） ９．９％ ７．６％ ５．７％ ６．０％ ８．３％

公費負担
給付費等の５０％
＋保険料軽減等

給付費等の１６．４％
後期高齢者支援金等の
負担が重い保険者等
への補助（※７） なし

給付費等の約５０％
＋保険料軽減等

公費負担額（※６）
(平成28年度予算ﾍﾞｰｽ)

４兆３，３１９億円
(国３兆９５８億円)

１兆１，７８１億円
(全額国費)

３８１億円
(全額国費)

７兆６，３６８億円
(国４兆９，１３２億円)

医療保険の各保険者の比較
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～昭和４７年
１２月

昭和４８年１月～ 昭和５８年２月～ 平成９年９月～ 平成１３年１月～
平成１４年
１０月～

平成１５年
４月～

平成１８年
１０月～

平成２０年４月～

老人医療費
支給制度前

高
齢
者

老人医療費支給制度
（老人福祉法）

老人保健制度

７
５
歳
以
上

後期高齢者
医療制度

国
保

３割

なし
入院３００円/日

外来４００円/月

→１,０００円/日

→ ５００円/日
（月４回まで）
＋薬剤一部負担

定率１割負担
(月額上限付き)
＊診療所は定額制を
選択可
薬剤一部負担の廃止
高額医療費創設

定率１割負担
(現役並み所得者２割)

定率１割負担
(現役並み所
得者３割)

１割負担
(現役並み所得者３割)

被
用
者
本
人

定額
負担

７
０
〜
７
４
歳

２割負担
(現役並み所得者３割)

※平成26年３月末までに70歳に
達している者は１割
（平成26年４月以降70歳にな
る者から２割）

若

人

国 保
３割

高額療養費創設(S48～)
入院３割

外来３割＋薬剤一部負担
（３歳未満の乳幼児２割（H14年10月～））

３割
薬剤一部負
担の廃止

３割

７
０
歳
未
満

３割
(義務教育就学前2割)被

用
者
家
族

５割

被用者
本 人

定額 →１割(S59～)
高額療養費創設

入院２割
外来２割＋薬剤一部負担

被用者
家 族

３割(S48～) →入院2割(S56～)
高額療養費創設 外来３割(S48～)

入院２割
外来３割＋薬剤一部負担

（３歳未満の乳幼児２割（H14年10月～））

（注）・昭和59年に特定療養費制度を創設。将来の保険導入の必要性等の観点から、従来、保険診療との併用が認められなかった療養について、先進的な医療技
術等にも対象を拡大し、平成18年に保険外併用療養費制度として再構成。

・平成6年10月に入院時食事療養費制度創設、平成18年10月に入院時生活療養費制度創設
・平成14年10月から3歳未満の乳幼児は2割負担に軽減、平成20年4月から義務教育就学前へ範囲を拡大

医療保険制度の患者一部負担の推移



70
歳
未
満

月単位の上限額（円）

上位所得者
（年収約770万円～）
健保：標報53万円以上
国保：旧ただし書き所得600万円超

150,000＋
(医療費－500,000)×１% 
<多数回該当：83,400>

一般所得者
（上位所得者・低所得者以外）
３人世帯（給与所得者/夫婦子1人の場合：

年収約210万～約770万円）

80,100＋
(医療費－267,000)×１%
<多数回該当：44,400>

住民税非課税
35,400

<多数回該当：24,600>

月単位の上限額（円）

年収約1,160万円～
健保：標報83万円以上
国保：旧ただし書き所得901万円超

252,600＋
(医療費－842,000)×１% 
<多数回該当：140,100>

年収約770～約1,160万円
健保：標報53万～79万円
国保：旧ただし書き所得600万～901万円

167,400＋
(医療費－558,000)×１% 
<多数回該当：93,000>

年収約370～約770万円
健保：標報28万～50万円
国保：旧ただし書き所得210万～600万円

80,100＋
(医療費－267,000)×１% 
<多数回該当：44,400>

～年収約370万円
健保：標報26万円以下
国保：旧ただし書き所得210万円以下

57,600
<多数回該当：44,400>

住民税非課税
35,400

<多数回該当：24,600>

（見直し前） （見直し後）

○ 高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に一定の歯止めを設ける仕組み。今般、負
担能力に応じた負担とする観点から、70歳未満の所得区分を細分化し、自己負担限度額をきめ細かく設定する。

２．見直しの内容

約4,060万人

約1,330万人

現役並み所得者
（年収約370万円～）
健保：標報28万円以上
国保：課税所得145万以上

窓口負担割
合 外来 80,100＋

（総医療費－267,000）×1％
＜多数回該当：44,400＞3割 44,400

一般（～年収約370万円)
健保：標報26万円以下(※1)
国保：課税所得145万円未満(※1)

2割
（※3）

12,000 44,400

住民税非課税

8,000
24,600

住民税非課税
（所得が一定以下） 15,000

現役並み所得者
（年収約370万円～）
健保：標報28万円以上
国保：課税所得145万以上

窓口負担割
合 外来

80,100＋
（総医療費－267,000）

×1％
＜多数回該当：44,400＞

3割 44,400

一般（～年収約370万円）
健保：標報26万円以下(※1)
国保：課税所得145万円未満(※1)（※２）

2割
（※3）

12,000 44,400

住民税非課税

8,000
24,600

住民税非課税
（所得が一定以下） 15,000

70
〜
74
歳

※１ 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合も含む。 ※２ 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。 （注）75歳以上の所得区分、限度額に変更はない。※３ 平成26年３月末日までに70歳に達している者は1割。

現役並み所得者
（年収約370万円～）
課税所得145万以上

窓口負担割
合 外来

80,100＋
（総医療費－267,000）×1％
＜多数回該当：44,400＞3割 44,400

一般（～年収約370万円)
課税所得145万円未満(※1)

1割

12,000 44,400

住民税非課税

8,000
24,600

住民税非課税
（所得が一定以下） 15,000

現役並み所得者
（年収約370万円～）
課税所得145万以上

窓口負担割
合 外来

80,100＋
（総医療費－267,000）

×1％
＜多数回該当：44,400＞

3割 44,400

一般（～年収約370万円）
課税所得145万円未満(※1）

1割

12,000 44,400

住民税非課税

8,000
24,600

住民税非課税
（所得が一定以下） 15,000

75
歳
〜

１．見直しの趣旨
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○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律１割に据え置いている利用者負担について、相対
的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合を２割とする。ただし、月額上限があるため、見直し対象の全員の負担が２倍
になるわけではない。

○ 自己負担２割とする水準は、合計所得金額（※１） １６０万円以上（※２）の者（単身で年金収入のみの場合、280万円以上）。
○ ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、実質的な所得が280万円に満たないケースや２人以上世帯における負担能力が低
いケースを考慮し、「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、２人以上世帯で346万円未満（※３）の場合は、１割負
担に戻す。

負担割合の引き上げ

※１ 合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
※２ 被保険者の上位２０％に該当する水準。ただし、利用者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、被保険者の上位２０％に相当する基準を設
定したとしても、実際に影響を受けるのは、在宅サービスの利用者のうち15％程度、特養入所者の５％程度と推計。

※３ 280万円＋5.5万円（国民年金の平均額）×１２ ≒ 346万円

自己負担２割とする水準（単身で年金収入のみの場合） ※年金収入の場合：合計所得金額＝年金収入額－公的年金等控除（基本的に120万円）

年金収入

介護保険料が第８段階
３１０万円

合計所得金額

住民税非課税
１５５万円

160 190

200100 300 400

モデル年金
(厚生年金)
１９８万円

被保険者の
上位２０％
２８０万円

医療保険の現役並み所得
３８３万円

平均的消費支出
（無職高齢者単身世帯）

１７０万円

自己負担限度額（高額介護サービス費）のうち、医療保険の現役並み所得に相当する者

のみ引上げ

負担上限の引き上げ

自己負担限度額（月額）

一般 37,200円（世帯）

市町村民税世帯非課税等 24,600円（世帯）

年金収入80万円以下等 15,000円（個人）

現役並み

所得相当（※）
44,400円

一般 37,200円

〈見直し後〉

自己負担限度額
（現行／世帯単位）

現役並み所得者
80,100＋医療費1％

（多数回該当：44,400円）

一般 44,400円

市町村民税非課税等 24,600円

年金収入80万円以下等 15.000円

参考：医療保険の70歳以上の高額療養費の限度額

〈見直し前〉

※ 課税所得145万円以上（ただし、同一世帯内の第１号被保険者の収入が、１人のみの場合383
万円、２人以上の場合520万円に満たない場合には、一般に戻す）

介護保険の利用者負担について（平成26年改正における一定所得以上の利用者負担の見直し【平成27年８月施行】）
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○ 近年、協会けんぽ、健保組合ともに保険料率を引き上げている（協会けんぽは、24年度以降10.0%で推移）。
○ 協会けんぽへの国庫補助により、一定程度格差が縮小されている。

協会けんぽ（平均）

（※１）平成15年度に保険料率が下がっているのは、総報酬制（賞与にも月収と同じ保険料率を賦課）の導入によるもの。
（※２）健康保険組合の保険料率（調整保険料率含む）は、平成25年度までは実績、26年度は実績見込、27年度は予算ベース、28年度は予

算早期集計ベースによる。
（※３）協会けんぽは全国平均の保険料率。（平成２８年度 最高：佐賀支部 10.33% 最低：新潟支部 9.79%）

上昇率20％

健保組合（平均）

上昇率22％

協会けんぽと健康保険組合の保険料率の推移
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（注）国民健康保険事業年報より

75,000

80,000

85,000

90,000

20 21 22 23 24 25 26

保
険
料
調
定
額

（円）

１人当たりの保険料調定額は８万円台を推移している（介護納付金分除く）。

年 度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額（円） 82,765 83,204 81,021 81,698 82,744 84,815 84,952

国民健康保険料（税）の負担
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5332 5236 5258 5241
5576 5563 5699 5567 5659

2980

3466
3667

3853 3967 4125 4211

4711 4783

2371
2768

3010
3190 3280 3438 3517

3951 4071

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28･29年度

※ 平均保険料額は平成20～27年度は後期高齢者医療制度被保険者実態調査に基づく実績額、平成28･29年度は保険料改定時見込み。
※ 支援金は、平成20～26年度は確定賦課、平成27年度は概算賦課、平成28･29年度は平成28年度の概算賦課ベース。
※ 支援金保険料相当分は、支援金から国保及び協会けんぽへの定率の公費を控除したもの。平成20～26年度は確定賦課、平成27年度は予算ベース、平成28･29年度は平成28年
度の予算ベース。（国保の低所得者に対する軽減分及び保険者支援制度分は考慮していない。）

※ 支援金、支援金保険料相当分の平成28･29年度（見込）については、平成28年10月以降の適用拡大を含めた平成28年度の金額。
※ 支援金、支援金保険料相当分及び1人当たり医療給付費の伸びについては、満年度化の影響排除のため、平成20年度の金額に12/11を乗じたものを基準に計算。
※ 1人当たり医療給付費は平成20～25年度までは後期高齢者医療事業年報に基づく実績額。平成26年度は速報べース。

・低所得者に対
する均等割9割
軽減

・財政安定化基金から保険
料上昇抑制のための交
付特例（法改正）

・賦課限度額
年50万円→55万円

・低所得者に対する均等割8.5
割、所得割5割軽減
・元被扶養者に対する均等割
9割軽減

（見込）

・低所得者に対する均等割2
割、5割対象拡大
・賦課限度額
年55万円→57万円

平均保険料額
（月額）

現役世代１人
当たり支援金
（月額）

現役世代１人
当たり支援金
保険料相当額
（月額）

（100）
（98）

（105）

（99）

（104）

（98）

（107）

（100）

（100）

【平成22年度改定】 【平成24年度改定】 【平成26年度改定】

（136）（107）
（113）

（119）
（122）

（127） （130）

（107）
（116）

（123） （127） （133）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28･29年度

1人当たり
医療給付費

７１．５万円
（１００）

８０．５万円
（１０３）

８２．９万円
（１０６）

８４．３万円
（１０８）

８４．６万円
（１０８）

８５．５万円
（１１４）

８５．８万円
（１１０）

－ －

高齢者
負担率

１０．００％（１００） １０．２６％（１０３） １０．５１％（１０５）） １０．７３％（１０７）
１０．９９％
（１１０）

【平成28年度改定】

（104）

（153）

（145）

（106）

（157）

（147）

後期高齢者医療制度の保険料の推移
（円)



第１号保険料(６５歳～)
の１人当たり月額

(基準額の全国平均)

第２号保険料(４０歳～６４歳)
の１人当たり月額

(事業主負担分、公費分を含む)

第１期

平成１２年度

２，９１１円

２，０７５円

平成１３年度 ２，６４７円

平成１４年度 ３，００８円

第２期

平成１５年度

３，２９３円

３，１９６円

平成１６年度 ３，４７４円

平成１７年度 ３，６１８円

第３期

平成１８年度

４，０９０円

３，５９５円

平成１９年度 ３，７７７円

平成２０年度 ３，９４４円

第４期

平成２１年度

４，１６０円

４，０９３円

平成２２年度 ４，２８９円

平成２３年度 ４，４６３円

第５期

平成２４年度

４，９７２円

４，６２２円

平成２５年度 ４，８７１円

平成２６年度 ５，１２５円

第６期

平成２７年度

５，５１４円

５，１７７円

平成２８年度

（9月まで） ５，３５２円

（10月以降）
５，３４７円 〔国保〕

５，４３２円 〔被用者保険〕

平成２９年度

（注）第２号保険料の１人当たり月額については、平成２６年度までは確定額、平成２７年度以降は予算における見込額

介護保険料の推移
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医療費 保険料 自己負担

（注）１．１人当たりの医療費と自己負担は、それぞれ加入者の年齢階級別医療費及び自己負担をその年齢階級の加入者数で割ったものである。
２．自己負担は、医療保険制度における自己負担である。
３．予算措置による70～74歳の患者負担補填分は自己負担に含まれている。
４．１人当たり保険料は、被保険者(市町村国保は世帯主）の年齢階級別の保険料（事業主負担分を含む）を、その年齢階級別の加入者数で割ったものである。
また、年齢階級別の保険料は健康保険被保険者実態調査、国民健康保険実態調査、後期高齢者医療制度被保険者実態調査等を基に推計した。

５．端数処理の関係で、数字が合わないことがある。

医
療
費

自
己
負
担
及
び
保
険
料

（万円）

自己負担 1.6 1.7 2.1 2.5 2.8 3.1 3.9 4.8 6.1 7.6 9.1 7.6 6.5 7.5 8.1 8.2 8.6 8.7
保険料 1.0 11.1 21.8 24.4 26.8 29.2 31.5 32.0 29.0 17.4 13.5 11.1 7.4 6.9 6.4 4.8 4.0 3.4

内訳

（歳）

年齢階級別１人当たり医療費、自己負担額及び保険料の比較（年額）
（平成25年度実績に基づく推計値）
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年
金

自営業、専業主婦 国民年金 月額16,260円 (28年度) ※ 平成29年度以降 16,900円（平成16年度価格）

サラリーマン 厚生年金 総報酬の18.182％（法定・労使折半）（平成28年9月～29年8月） ※ 平成29年９月以降 18.3％

＜被保険者の本人負担（月収34万円の場合） 月額：30,909円＞

医
療

自営業者等 国民健康保険 １人当たり平均 月額約7,100円 （平成26年度） ※年額約85,000円を12で割った数値。

７５歳以上の高齢者
等

後期高齢者医療制
度

１人当たり平均 月額約5,700円（平成26年度） ※年額約68,000円を12で割った数値。

中小企業従業員等 全国健康保険協会
管掌健康保険

総報酬の10.00％（平均保険料率、労使折半）（平成28年度）

＜被保険者一人あたり年額18.7万円、事業主負担込37.3万円（平成26年度）＞

大企業従業員等 組合管掌健康保険 総報酬の9.103％（平均保険料率、組合により労使の負担割合は異なる、平成28年度予算早期集計）

＜被保険者一人あたり年額22.0万円、事業主負担込48.3万円（平成26年度）＞

介
護

６５歳以上の方 介護保険

第１号被保険者

平均で月額5,514円(平成27～29年度）

４０～６４歳の方 介護保険

第２号被保険者

総報酬の1.58％（全国健康保険協会管掌健康保険の場合・労使折半）

＜被保険者一人あたり年額3.1万円、事業主負担込6.2万円（平成27年度見込）＞

雇
用

労働者 雇用保険 賃金の1.1％（労働者0.4％・事業主0.7％）

○保険料
※各制度についての数字や金額は概算である。

ミクロでみた社会保障給付を支える国民の拠出・負担
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